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質問事項 大阪市 神戸市 尼崎市 西宮市 宝塚市 川西市 芦屋市 三田市

従前相当
の時間に
関する要
綱規定

あり あり あり なし なし なし なし なし

３時間未満
の場合の単
位を規定、
（７０分の
１００を乗
じた単位）

３時間未満
の場合の単
位を規定、
（８５分の
１００を乗
じた単位）

最低３時間
とする規定

なし なし なし なし なし

短時間型
サービス
事業所参
入状況

複数 複数 要綱規定の
ため参入不
可

１単位１時
間のサービ
ス
１カ所指定

１単位２時
間のサービ
ス
２カ所

短時間型は
ない

短時間型は
ない

短時間型は
ない

他市の状況

大阪市 （70/100）
→通所介護における2時間以上3時間未
満の減算を参考（千葉市も同様）

要支援１
通常 1798単位/月
短時間 1259単位/月

要支援２
通常 3621単位/月
短時間 2535単位/月

神戸市 （85/100）
→ワーキンググループで選定

要支援１
通常 1798単位/月
短時間 1528単位/月

要支援２
通常 3621単位/月
短時間 3078単位/月

伊丹市（案）（70/100）

要支援１
通常 1798単位/月(436単位/回)
短時間 1259単位/月(306単位/回)

要支援２
通常 3621単位/月(447単位/回)
短時間 2535単位/月(313単位/回)
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減算割合の根拠（H29社保審ー介護給付費分科会 資料１より）

※

（追記）
※平成30年の報酬改定による細分化で４～５時間の単位から
▲30％に。

資料
別添③


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3

